
 

 

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針 

（瀬戸内海） 

 

この総量削減基本方針は、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第12条の３及び

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第４条の２の規定に基づき、瀬戸内海環境保全特別措置法

第５条第１項及び水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第２第３号に規定する区域に

ついて、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量で表示した汚濁負荷量の総量の削減に関し

基本的な事項を定めるものである。 

ただし、この総量削減基本方針に基づく総量削減計画が定められるまでの間においては、平成28

年９月30日付け化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針（瀬戸内海）

は、なおその効力を有する。 

参考資料３



 

１．削減の目標 

発生源別及び府県別の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の削減目標量を次のとお

りとする。 

 

(1) 化学的酸素要求量について 

表１ 発生源別の削減目標量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 生活排水 １４３ １５９ 

 産業排水 １７７ １６４ 

 そ の 他 ５２ ５１ 

  総  量 ３７２ ３７４ 

 

表２ 府県別の削減目標量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 京 都 府  １２  １３ 

 大 阪 府  ４１  ４４ 

 兵 庫 県  ４０  ４０ 

 奈 良 県  １３  １４ 

 和歌山県  １６  １７ 

 岡 山 県  ３０  ３２ 

 広 島 県  ４０  ４２ 

 山 口 県  ４０  ３５ 

 徳 島 県  ３３  ２８ 

 香 川 県  ２２  ２２ 

 愛 媛 県  ４９  ４９ 

 福 岡 県  １１  １０ 

 大 分 県  ２５  ２８ 

  総  量 ３７２ ３７４ 

 



 

 (2) 窒素含有量について 

表３ 発生源別の削減目標量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 生活排水 １１７ １１９ 

 産業排水  ９４  ８２ 

 そ の 他 １７８ １７９ 

  総  量 ３８９ ３８０ 

 

表４ 府県別の削減目標量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 京 都 府  １３  １４ 

 大 阪 府  ４３  ４４ 

 兵 庫 県  ５２  ４８ 

 奈 良 県  １０  １０ 

 和歌山県  １２  １２ 

 岡 山 県  ３７  ３７ 

 広 島 県  ４２  ４２ 

 山 口 県  ３１  ２７ 

 徳 島 県  １９  １７ 

 香 川 県  ３０  ２７ 

 愛 媛 県  ５６  ５６ 

 福 岡 県  １４  １４ 

 大 分 県  ３０  ３２ 

  総  量 ３８９ ３８０ 

 



 

 (3) りん含有量について 

表５ 発生源別の削減目標量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 生活排水  ９.４  ９.９ 

 産業排水  ６.０  ５.３ 

 そ の 他  ９.２  ９.１ 

  総  量 ２４.６ ２４.３ 

 

表６ 府県別の削減目標量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 京 都 府  １.１  １.１ 

 大 阪 府  ２.５  ２.７ 

 兵 庫 県  ２.６  ２.５ 

 奈 良 県  ０.８  ０.８ 

 和歌山県  １.０  １.０ 

 岡 山 県  １.９  １.９ 

 広 島 県  ２.５  ２.５ 

 山 口 県  ２.０  １.８ 

 徳 島 県  １.５  １.３ 

 香 川 県  １.７  １.６ 

 愛 媛 県  ４.２  ４.３ 

 福 岡 県  ０.６  ０.５ 

 大 分 県  ２.２  ２.３ 

  総  量 ２４.６ ２４.３ 

 



 

２．目標年度 

目標年度は令和６年度とする。 

 

３．汚濁負荷量の削減の方途 

大阪湾においては、湾全体としては現在の水質を維持するための取組を継続しながら、湾奥部に

おける赤潮や貧酸素水塊など、問題が発生している特定の海域において、局所ごとの課題に対応す

ることを目途として、また、大阪湾を除く瀬戸内海においては、現在の水質から悪化させないこと

を目途として、次の施策を推進することにより、削減目標量の達成を図る。 

 

(1) 生活排水について、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・

プラント等の生活排水処理施設の整備、適正な施設維持管理等の対策を計画的に推進すること。

なお、水質の季節変動や湾奥部における栄養塩類の偏在等海域の状況に留意し、必要な場合は、

局所対策としての更なる汚濁負荷削減対策を講ずること。 

  加えて再生水の利用を推進するとともに、合流式下水道における越流水による負荷等への対

策の重要性に鑑み、改善の取組を推進すること。 

 

(2) 指定地域内事業場について、これまで行われてきた汚濁負荷削減対策の実績、難易度、費用

対効果、除去率の季節変動等に配慮した適切な総量規制基準を定め、その遵守を図ること。 

  また、小規模特定事業場、未規制事業場等について、上乗せ排水基準の設定等による排水規

制、汚濁負荷の削減指導等を行うこと。 

 

(3) 過剰な化学肥料の使用を抑えること等による環境負荷の軽減等に配慮した環境保全型農業の

推進、家畜排せつ物の適正管理、堆肥の高品質化やその広域流通及びエネルギー利用の推進、

養殖漁場の環境改善、魚類養殖の環境負荷を低減する配合飼料の開発や適正給餌等の施策を推

進すること。 

 

(4) 地域における海域利用の実情を踏まえ、必要に応じ、順応的かつ機動的な栄養塩類の管理等、

特定の海域ごと、季節ごとのきめ細やかな水質管理を行うこと。 

 

(5) 情報発信とその周知及び普及・啓発等を通じて広範な理解と協力を得ること。 

 

４．その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項 

これまでの汚濁負荷削減の取組により、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少しているものの、環

境基準の達成状況や、貧酸素水塊等の発生、「豊かな海」を目指すうえでの課題等は指定水域内でも

場所により異なることから、今後は、よりきめ細かに海域の状況に応じた取組が重要となる。 

藻場・干潟の保全・再生等を通じた水質浄化及び生物多様性・生物生産性の確保等の重要性に鑑

み、地域の実情を踏まえた総合的な取組を確実に推進していくことが必要であり、特に、湾奥部に

おける栄養塩類の偏在等の局所的な問題に対しては、地域ごとの特性も考慮した局所的な対策を講

ずることが有効であることから、次に掲げる各種対策から実施可能な取組を検討し、関係者の連携

のもと複層的に実施することにより、総合的な水環境の改善を図る。 

 

(1) 水質浄化や生物多様性の維持等の機能を有する藻場・干潟について、残された藻場・干潟を

保全するとともに、失われた藻場・干潟の再生・創出の推進を図るため、行政計画に具体的な

目標や実施計画（ロードマップ）を盛り込むことを検討し、定期的に藻場・干潟の分布状況及



 

び機能等に関する調査を行うこと。その際、ＯＥＣＭ1のような国際的な潮流も意識し、価値観

を共有して取り組むことが望ましい。 

 

(2) 栄養塩類の偏在や底質からの窒素及びりんの溶出、貧酸素水塊の発生を抑制するため、湾奥

部等における流況改善対策及び浚渫・覆砂等の底質改善対策について、周辺海域の水環境の改

善効果を把握・影響評価しつつ推進を図ること。 

 

(3) 貧酸素水塊が発生する原因の一つとなっている窪地について、周辺海域の水環境の現状や改

善効果を把握・影響評価しつつ埋戻し等の対策に努めること。 

 

(4) 新たな護岸等の整備や既存の護岸等の補修・更新時には、施工性及び経済性等も考慮しつつ、

原則として、生物共生型護岸等の環境配慮型構造物を採用すること。 

 

(5) 環境負荷の少ない持続的な養殖業の確立のため、自然にある栄養塩類や餌を利用して行う藻

類養殖、貝類養殖等を推進するとともに、漁場改善計画に基づく適正養殖可能数量を遵守し、

沿岸水域における赤潮監視、漁場清掃等の保全活動による漁場環境の改善を一層推進すること。 

 

(6) このような対策の実施に当たっては、行政機関、ＮＰＯ、漁業者、民間企業等の多様な主体

が有機的に連携して取り組むことが重要であり、地域の実情に応じて、そのための仕組みづく

り等の推進を図ること。 

 

(7) その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な諸施策を講ずること。 

 

（参考１） 

瀬戸内海に流入する水の汚濁負荷量 

(1) 化学的酸素要求量について 

令和元年度における総量   ３３８トン／日 

目標年度における総量    ３３５トン／日 

(2) 窒素含有量について 

令和元年度における総量   ３５９トン／日 

目標年度における総量    ３６７トン／日 

(3) りん含有量について 

令和元年度における総量   ２２.５トン／日 

目標年度における総量    ２２.６トン／日 

 

（参考２） 

大阪湾※に係る発生源別、府県別の汚濁負荷量 

                         
1 Other Effective area-based Conservation Measures ：生物多様性の損失を止め、回復させることを意図した、

保護地域以外の重要地域をベースとする効果的な保全手段のこと 



 

(1) 化学的酸素要求量について 

表７ 大阪湾に係る発生源別の汚濁負荷量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 生活排水  ５３  ５６ 

 産業排水  １７  １９ 

 そ の 他    ８   ８ 

  総  量   ７８  ８３ 

 

表８ 大阪湾に係る府県別の汚濁負荷量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 京 都 府  １２  １３ 

 大 阪 府  ４１  ４４ 

 兵 庫 県  １４  １４ 

 奈 良 県  １１  １２ 

 和歌山県 ０.５未満 ０.５未満 

  総  量  ７８  ８３ 

 

 (2) 窒素含有量について 

表９ 大阪湾に係る発生源別の汚濁負荷量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 生活排水 ４５ ４６ 

 産業排水 １０ １０ 

 そ の 他 ２５ ２５ 

  総  量   ８０  ８１ 

 

表10 大阪湾に係る府県別の汚濁負荷量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 京 都 府  １３  １４ 

 大 阪 府  ４３  ４４ 

 兵 庫 県  １６  １５ 

 奈 良 県   ８   ８ 

 和歌山県 ０.５未満 ０.５未満 

  総  量  ８０  ８１ 



 

 (3) りん含有量について 

表11 大阪湾に係る発生源別の汚濁負荷量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 生活排水 ３.２ ３.４ 

 産業排水 １.０ １.０ 

 そ の 他 １.１ １.１ 

  総  量 ５.３ ５.５ 

 

表12 大阪湾に係る府県別の汚濁負荷量 

（単位：トン／日） 

 削減目標量 
（参考） 

令和元年度における量 

 京 都 府 １.１ １.１ 

 大 阪 府 ２.５ ２.７ 

 兵 庫 県 １.０ １.０ 

 奈 良 県 ０.７ ０.７ 

 和歌山県 ０.０５未満 ０.０５未満 

  総  量 ５.３ ５.５ 

 

※ 「大阪湾」とは、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令（平成５年政令第371

号）別表第二号ハに掲げる水域をいう（以下同じ。）。 

なお、大阪湾に係る発生源別及び府県別の目標年度における量及び令和元年度における量は、

大阪湾及びこれに流入する公共用水域の水質の汚濁に関係のある地域に係る量である。 


